
事務総局会議（第13回）議事録
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1 日時|令和4年5月10日 （火）午前10時00分～午前10時40分
’ ォ － ---------------一一 一一一-－－－－，
|場所総局会議室
F- --. . , - ｜ - --…･ " ･ - - --------.--- -.--.---------－－－ 一一一 一 ------.-------- 1

出席中村事務総長、川獺総務局第二課長、徳岡人事局長、氏本経理局長、荒’
者 r谷行政局第一課長､吉崎刑事局長､手嶋家庭局長､板津秘書課長兼広報｜
課長､染谷審議官兼情報政策課長､後藤審議官､福島人事囿総務課長’
1 令和4年度外国出張計画について

板津秘書課長説明（資料第1）

2刑事鑑定研究会の開催について

吉崎刑事局長説明（資料第2）

3 心神喪失者等医療観察法関係研究協議会の開催について

吉崎刑事局長説明（資料第3）

4犯罪被害者等の置かれた立場、状況等に関する理解を深めるための｜

研究会の開催について

吉崎刑事局長説明（資料第4）

5 法廷通訳に関する研修の開催について

吉崎刑事局長説明（資料第5）

6保護観察に関する連絡協議会の開催について

吉崎刑事局長説明（資料第6）
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●秘書課長 板 津 正
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霧溺毫謡料葬’

令和4年度外国出張計画

国際会議

国際最高行政裁判所協会(IASAJ)総会

合計1人

【行政局】

裁判官1人

(ベルギー’約6日間）

’
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事務総局会議資料隼ユ
《r月（0日開催）

(令和4. 5. 10刑事局）

刑事鑑定研究会の開催について

各地方裁判所

令和4年6月から令和5年3月までの間の半日

各地方裁判所又は学識経験者が所属する大学の研究室等

刑事事件の鑑定を巡る諸問題

(1) 学識経験者

法科学、精神医学、薬理学、心理学、分子生物学等を専攻する

項事

催
日
所
施

主
期
場
実

１
２
３
４
５ 参加者

大学教授又はこれに相当する学識経験を有する者 1人

(2) 裁判所側

各地方裁判所の刑事事件担当の裁判官、裁判所書記官等

各地方裁判所の定める人数

’

〃
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１

事務総局会議資料等3
（ヶ月｛0日開催）

(令和4. 5. 10刑事局）

心神喪失者等医療観察法関係研究協議会の開催について

主催 各地方裁判所

期日 令和4年9月から令和5年3月までの間の半日

１
２
３
４

各地方裁判所

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に

関する法律による処遇事件の処理上問題となる事項及び実体的な判

項事

所
議

場
、
協

断の在り方に関して考慮すべき事項

(1) 各地方裁判所の刑事事件担当の裁判官及び裁判所書記官‘

各地方裁判所の定める人数

(2) 精神保健判定医及び精神保健参与員候補者

協議員5

各地方裁判所の定める人数

’
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事務総局会議資料津￥
《 5月（0厘鴎催）

(令和4. 5. 10刑事局・家庭局）

犯罪被害者等の置かれた立場、状況等に関する理解を深める

ための研究会の開催について

各高等裁判所

令和4年6月から令和5年3月までの間の半日

各高等裁判所

犯罪被害者等基本法第19条の趣旨を踏まえ、犯罪被害者等の置か

れた立場、状況等に関する理解を深めるための意見交換等

(1) 各高等裁判所の刑事事件担当の裁判官及びその他の職員並びに

各高等裁判所管内の裁判所（簡易裁判所を除く。 ）の刑事事件又

は少年事件担当の裁判官及びその他の職員

各高等裁判所の定める人数

主催

期日

場所

実施事項

１
２
３
４

参加者5

2人程度(2) 意見交換等のテーマに応じた外部有識者等

／



事務総局会議涜料論
《F月｛0圖鞠催）

’ (令和4. 5" 10刑事局・民事局・行政局・家庭局）

法廷通訳に関する研修の開催について

一一丁－－
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ム
■
Ｉ
凸

君訳で万フオ"Mま雪

蓉認事件（裁判員對

む）及びそれと|可程度の通訳首

力を要する事件の法廷通訳を柑

当するために実践的な知識及〔

技能を取得してもらう必要の茜

価
弥
４

－－－－■一一一■■一一－ら

催】 令和4年6月 ある程度通訳の経験を積んでし、

る者であって、複雑困難な否認

事件及びそれと同程度の通訳能

力を要する事件の法廷通訳を桂

当するために実践的な知識及ひ

技能を取得してもらう必要があ

裁
施

(共催） から

令和5年3月

庁】

又ロ褐-〆自

室－埜手テ

’ (計72人）
｜ ＝ 』＝一一一一一一 － －旬●一ロー一つ－－■ 口 一 一 ◇－－ 口 一◇一 ら －■～●C●■｡ 6

【主催・実施庁】

各地裁

令和4年6月

から

令和5年3月

の1日間

裁判手続及び法廷通訳に

ついての講義、模擬通訳

実習等

１壷函
一
三
画Ｉ

各1言語

(東京3言語、大阪2言

語）
YU

通訳人候補者名簿に登録される

ことを希望し、かつ、通訳人と

しての適性を備えていると認め

られる者又は通訳人候補者名簿

に登録されている候補者のうち

法廷通訳の経験がない又は少な

い者

【受講者】

各地裁で決定

ゴグ

【主催】

各高裁

【実施庁】

各高裁管内の地裁

令和4年6月

から 。

令和5年3月

の2日間

裁判手続及び法廷通訳に

ついての講義、模擬通訳

実習、通訳を要する裁判

員裁判の模擬裁判のDV

D視聴、座談会等

１壷叩
二
一
口Ｉ

各2言語

(札幌、高松各1言語）

■ け

複雑困難な否認事件及び

それと同程度の通訳能力

を要する事件に対応する

ための法的知識や法制度

等についての講義、模擬

通訳実習、座談会等

Ｉ壷胆
二
一
国Ｉ

各3言語

主催

実施庁
期日



事務総局会議資科津6
《ざ月I0園醐儀〉

’
(令和4. 5. 10刑事局）

保護観察に関する連絡協議会の開催について

各地方裁判所

令和4年6月から令和5年3月までの間の半:日

各地方裁判所，

(1) 保護観察の実情について

(2) その他

(1) 各地方裁判所の刑事事件担当の裁判官及び裁判所書記官

各地方裁判所の定める人数

(2) 主催庁に対応する保護観察所の職員

各地方裁判所の定める人数

なお、保護観察所の職員の人数については、主催庁に対応

る保護観察所と協議の上、定められたい。

主催庁に対応

主催

期日

場所

協議事項

１
２
３
４

協議員5

す

’



事務総局会議（第14回）議事録

日時|令和4年5月
十一一一 一一-－

－－－－－1

（火）午前10時()0分～午前10時30分17日

場所｜総局会議室
1

出席｜中村事務総長、石井総務局第一課長、福島人事局総務課長、氏本経理局
(者 長、橋爪民事局総括参事官､吉崎刑事局長、手嶋家庭局長、板津秘書課

｜長兼広報課長､染谷審議官兼情報政策課長、後藤審議官
'． -- -+－－－．－－－－－－－－－－－－------------------ -- -------.一一一一--.-------"------ ----- -----－----一一一-- - - - _- ------ －---- ---－－．－－－－ ‐

議事’ 1 民事事件記録符号規程及び事件記録等保存規程の一部を改正する規1 民事事件記録符号規程及び事件記録等保存規程の一部を改正する規

程について

石井総務局第一課長説明（資料第1）

2 民事訴訟法第132条の10第1項に規定する電子情報処理組織を

‘用いてする民事訴訟手続及び行政事件訴訟手続における申立てその他

I

J

の申述を取り扱う裁判所について

， 橋爪民事局総括参事官説明（資料第2）

I

I

I

’

’

W
1

I

1

1

,

Ir 一一~一F~ 一 ‐ ｰ－一一~ 一~~~ー一~－~－－－－－－－－．－

鐸|画裁判官会議付議 ］､ ユ
トー｜－－－－
秘書課長 板

１

●正津



【総局会議配布資料】

浮誓礎謡料篝’
(令和45． 17総務局）

民事事件記録符号規程及び事件記録等保存規程の一部を改

正する規程について

（配布資料目録）

1 民事事件記録符号規程及び事件記録等保存規程の一部を改正する規程案

2 民事事件記録符号規程及び事件記録等保存規程の一部を改正する規程の理由案

3 民事事件記録符号規程及び事件記録等保存規程の一部を改正する規程新|日対照

条文

’



第
一
条
民
事
事
件
記
録
符
号
規
程
（
平
成
十
三
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

最
高
裁
判
所
規
程
第

第
二
条
事
件
記
録
等
保
存
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

チ
」
に
改
め
る
。

シ
」
を
「
罹
災
都
市
借
地
借
家
臨
時
処
理
事
件
及
び
接
収
不
動
産
に
関
す
る
借
地
借
家
臨
時
処
理
事
件

発
信
者
情
報
開
示
命
令
事
件

（
民
事
事
件
記
録
符
号
規
程
の
一
部
改
正
）

（
事
件
記
録
等
保
存
規
程
の
一
部
改
正
）

別
表
中
「
罹
災
都
市
借
地
借
家
臨
時
処
理
事
件
及
び
接
収
不
動
産
に
関
す
る
借
地
借
家
臨
時
処
理
事
件

別
表
第
一
中
二
十
七
の
項
を
三
十
八
の
項
と
し
、
十
一
の
項
か
ら
二
十
六
の
項
ま
‐
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
＋
の
項
の

民
事
事
件
記
録
符
号
規
程
及
び
事
件
記
録
等
保
存
規
程
の
部
を
改
正
す
る
規
程

号

（
令
和
四
・
五
。
一
七
総
三
印
）

発シ



「

改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
二
十
七
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
規
程
は
、
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
の
損
害
賠
償
責
任
の
制
限
及
び
発
信
者
情
報
の
開
示
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

附

則

一一－一

且
年
一
繧
后
決
定
の
盾

適
法
と
し
て
却
下
す
る
も
の
及
び

異
議
の
訴
え
の
あ
っ
た
も
の
を
除

１
１
１
（
申
立
て
を
不

一
一
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十
年
一
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整
備
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
規
程
を
制
定
す
る
理
由
で
あ
る
。

（
令
和
三
年
法
律
第
二
十
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
民
事
事
件
記
録
符
号
規
程
及
び
事
件
記
録
等
保
存
規
程
に
つ
い
て
所
要
の

、

特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
の
損
害
賠
償
責
任
の
制
限
及
び
発
信
者
情
報
の
開
示
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

｜
’

理
由

I
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第
一
条
関
係
Ｉ
民
事
事
件
記
録
符
号
規
程
（
平
成
十
三
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
一
号
）

別

表
地
方
裁
判
所

（
略
）
《

罹
災
都
市
借
地
借
家
臨
時
処
理
事
件
及
び
接

収
不
動
産
に
関
す
る
借
地
借
家
臨
時
処
理
事

件発
信
者
情
報
開
示
命
令
事
件

民
事
事
件
記
録
符
号
規
程
及
び
事
件
記
録
等
保
存
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
新
旧
対
照
条
文

’

新

琴| シ

別

表
地
方
裁
判
所
．

（
同
上
）

罹
災
都
市
借
地
借
家
臨
時
処
理
事
件
及
び
接

収
不
動
産
に
関
す
る
借
地
借
家
臨
時
処
理
事

件
（
新
設
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

旧

’
1

シ

1



』

I

へ

I

略
ー

1

I

ゾ

ノ

』
ぬ

ダ

、

－

錫

！

8 へ

同
上I

ー

~

？

ｨ（

0

-2．

）

１
９



’

’ 第
一

一

1

別
表
第
一
（
第

条
関
係
Ｉ
事
件
記
録
等
保
存
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
八
号
）

審
裁
判
所
で
保
存
す
る
記
録
及
び
事
件
書
類
の
保
存
期
間
）

《

新

＝

別
表
第1

十

へ

第（
新
設
）

（
同
上
）Ｉ

（
同
上
）

（
同
上
）Ｉ

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
）

（
同
上
） 審

裁
判
所
で
保
存
す
る
記
録
及
び
事
件
書
類
の
保
存
期
間
）

旧

事
件
書
類
の
保
存
期
間

－3‐

十
五
一
（
略
）

十
四

へ

略
一

十

へ

略
一

十
二
一
（
略
）

十
一

発
信
者
、
情
報
開

示
命
令
事
件

五
年

終
局
決
定
の
原
本

（
申
立
て
を
不
適

法
と
し
て
却
下
す

る
も
の
及
び
異
議

１
Ｊ

の
訴
え
の
あ
っ
た

’

も
の
を
除
く
。
》
三
十
年

１

１

和
解
調
書
三
十
年

一
～
十
（
略
）

事
件
の
種
類

記
録
の
保
存
期
間

事
件
書
類
の
保
存
期
間

■
■
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配付資料

事務総局会議資料亭ユ
《5月（7日開催）

(令和4． 5． 17民一印）

議決事項案（民事訴訟法第132条の10第1項に規定する

電子情報処理組織を用いてする民事訴訟手続及び行政事件訴

訟手続における申立てその他の申述を取り扱う裁判所につい

て）

民事訴訟法（平成･8年法律第109号）第132･条の10第1項に規定する電子

情報処理組織を用いてする民事訴訟手続及び行政事件訴訟手続における申立てその

他の申述を取り扱う裁判所は、次に掲げるものとする。

裁判所 効力を生ずる日

1知的財産高等裁判所令和4年6月28日．

2東京地方裁判所 令和4年6月28日、

3 大阪地方裁判所 令和4年6月28日



事務総局会議（第15回）議事録

i
l
l日時｜令和4年5月24日 （火）午前10時00分～午前10時10分

一 一一 i - -- - 一 －－ －－ 一一一~~ 一~…－‐‐一~一 ‐一一~ －‐

場所|総局会議室
－－……'一一---------------－－－－－－－－－－－－－－－－ －
出席｜中村事務総長、小野寺総務局長、徳岡人事局長、氏本経理局長、門

者 ｜事局長兼行政局長、吉崎刑事局長戸苅家庭局第一課長板澤秘書
中村事務総長、小野寺総務局長、徳岡人事局長、氏本経理局長、門

｜

’ト

１ 田民

事局長兼行政局長、吉崎刑事局長、戸苅家庭局第一課長、板津秘書課長

兼広報課長、染谷審議官兼情報政策課長、後藤審議官

1 常置委員について

板津秘書課長説明（資料第1）

2 人事管理協議会の開催について

徳岡人事局長説明（資料第2）

3 民事規則制定諮問委員会に対する民事訴訟規則の一部を改正する規

1

1

｜ I
ー一一一』 →

I

議事
1

1

1 ｜
｜
I

’

1

」
貝|｣の制定の諮問について

門田民事局長説明（資料第3）
1

ｲ

II

h

’

’

1

I

I

1

1
1

』

1

I

1

1

1
1

I －マー ーーー 一一■一■ '一一一■一一

1， 3

一－－ －－－ ．－－－－ －」
I

◎ 裁判官会議付議

了承 2結果|息

●秘書課長 板 津 正

1－－－一

、



事務総局会議資科津’
（す月叫日鑓磯）

【配布資料】

(令和4． 5． 24秘書印）
’

’ 常置“委員

令和4年6月1'日から同年7月､20日まで及び同年8月31日から同年12月3

1日までの常置委員を次のとおりとする。

第一小法廷

第二小法廷

第三小法廷

浪
野
嶺

安
草
長

亮介 裁
裁
裁

官
官
・
官

判
判
判

’

耕
安

一

政

’

〆



事務総局会議資料隼ユ
（ず月ユゲ日開催）

(令和4． 5． 24人職印）

人事管理協議会の開催

主催（共催）庁 東京、大阪（広島） 、名古屋（高松） 、福岡、札幌（仙

台）高等裁判所

令和4年9月中の1日

ウェブ会議を用いて、各高等裁判所並びに各高等裁判所管

内の地方裁判所及び家庭裁判所と最高裁判所を接続する方

1

期 日

開催方法

２
３

法により開催する。

協議事項

協 議 員

人事管理上の諾問題

各高等裁判所の事務局次長及び人事課長並びに各地方裁判

所及び各家庭裁判所の事務局次長

４
５



事務総局会議資料津3
《ざ月1￥圏開綴）

(令和4. 5. 24民一印）

’

民事規則制定諮問委員会に対する民事訴訟規則の一部を部を改正する規則の制定の諮

間について

＜配付資料目録＞

民事規則制定諮問委員会諮問事項（案）

’
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’ (令和4． 5． 24民一印）

民事規貝I制定諮問委員会諮問事項（案）

民事訴訟法等の一部を改正する法律（令和4年法律第●号。ただし、同法附則第

1条ただし書第2号から第4号までに掲げる規定に限る｡ ）の施行に伴う民事訴訟

部を改正する規則の制定について規則の一部を



事務総局会議（第16回）議事録

| ﾖ藩|令兼"年扉側"畑悶皐榊跡耐盲司T4時忌一
i 1 －－－一－－－ －－~~~一~一一~~~~－－~~~~~~~－~.~－－~一‐一 ~~ ~~~~~ ~ 一一一~－ －－‐

場所｜総局会議室

l- T------ --- - -- ------ －－－－－－－－－－－－－－－－ ‐－ －－－
|出席|中村事務総長､小野寺総務局長､徳岡人事局長、氏本経理局長、門田民’
'者 ｜事局長兼行政局長、吉崎刑事局長、手嶋家庭局長、板津秘書課長兼広報｜
i課長、染谷審議官兼情報政策課長、後藤審議官

[__ ｣-- --------- - --- ‐一一一｜’

|議事’ 1 令和4年度外国出張計画について

‐ＩＬＰｌ１ｌｒｌｌｌ４ｌｌｌＩｌ１１

’ 1 令和4年度外国出張計画について
Ｉ
・
岫
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｊ
Ｉ
Ｉ’ 板津秘書課長説明（資料第1）

| ヨ 職判所”保有する司陸行域文書の鯖示に霞する事務嘩扱要綱」
の一部改正及び「情報公開。個人情報保護審査委員会要綱」の一部改

｜ 正について

I 板津秘書課長説明（資料第2）

' 3 「裁判所が司法行政事務に関して保有する個人情報の取扱要綱｜の

| 一部改正について
小野寺総務局長説明（資料第3）

’

1
I
D

I

’
’
1

1
’

『

1

’

I

1

，

。
◎
裁判官会議付議2， 3

了承 1
|結果

| ‐ －－4

●秘書課 板 津 正長
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’

事務総局会議資料等I
（ざ月9／日開催）

’ 令和4年度外国出張計画

判事補海外留学研究（1年）

米国×1

合計1人

裁判官1人

1

国際会議 合計1人

国際司法研修協会(IOJT)第10回総会（カナダ，約1週間）

2

【司法研修所】

裁判官1人

1
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事務総局会議資料票ユ
《 j-月3I園屍働

「裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱

要綱」の一部改正及び「情報公開｡個人情報保護審査委員会

要綱」の一部改正に関する議決事項案

1 「裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱」 （以下「情

報公開要綱」 という。 ）及び「情報公開。個人情報保護審査委員会要綱」 （以下

「委員会要綱」 という。 ）を資料目録記載の改正案のとおり改正する。

2 改正後の情報公開要綱及び委員会要綱に基づき最高裁判所が行うべき事務の実

施に関する権限及び改正後の情報公開要綱に「最高裁判所が定める」 こととされ

ている事項についてその内容を定める権限を、従前同様、いずれも事務総長に委

任する。

上以

ノ



(令和46． 8秘書課）

「裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱

要綱」の一部改正及び「情報公開。個人情報保護審査委員会

要綱」の一部改正について

(配布資料目録） ．

1 「裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱」の－部部改

(案）
●

1の新旧対照条文
ひ

旬

■

｢情報公開。個人情報保護審査委員会要綱」の

正

２
３
４

部改正（案）一部

3の新旧対照条文

’



配布資料1

叉

「裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱

要綱」の一部改正について

1 記第1に次のただし書を加える。

ただし､次に掲げるものを除く。

1 官報、 白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的

として発行されるもの

2 最高裁判所図書館が収集した図書館資料

2 記第9の2中「1」の次に「の定め」を加え、 「書面で」を「適宜の方法によ

り」に改める。

3 記第10の1を次のように改める。

1 司法行政文書の開示は、文書及び図画については閲覧又は写しの交付により、

電磁的記録については閲覧、聴取、視聴その他の最高裁判所が定める方法によ

り行う。ただし、文書又は図画の閲覧の方法による場合において、当該文書又

は図画の保存に支障を生じるおそれがあると認めるときその他正当な理由があ

るときは、その写しにより、 これを行う。

4記第10の3を次のように改める。

3(1) 司法行政文書の開示を受ける者に対しては、その求める開示の実施方法そ

の他の必要な事項を記載した書面の提出を求め、当該書面の提出があった場

合には開示の実施を行う。ただし、当該書面の提出が､正当な理由がないの

に､司法行政文書を開示する旨の通知を発した日から30日を経過した後に

された場合は、 この限りでない。

(2) 開示の実施（文書又は図画の閲覧の方法による場合及び電磁的記録の閲覧、

聴取又は視聴の方法による場合を除く）は、司法行政文書の開示を受ける

者が、最高裁判所の定めるところにより、最高裁判所が定める額の手数料を

納付した場合に行うものとする。

5 記第1 1の1中「ときは」を「場合には」に改め、同(1)及び(2)以外の部分に次



｜
口 のただし書を加える。

ただし、当該苦情の申出が、開示申出人に対し原判断の通知を発した日から3

か月を経過した後にされた場合（原判断の通知が到達しなかったことが明らかな

場合その他正当な理由があると認める場合を除く。 ）は、 この限りでない。

6記第11の2を削り、同3を同2とし、同4の(2)中「(1)jの次に「の定め」を

加え、同4を同3とし、同3の次に次のように加える。

4(1) 最高裁判所は､次のいずれかに該当する場合には、3の定めにかかわらず、

委員会に諮問することを要しない。

ア当該苦情の申出が、 1のただし書に定める場合に該当する場合

イ 1の(1)の苦情の申出がされた場合において、当該苦情の申出に係る司法

行政文書について全部を開示することが相当であると判断した場合（第9

の1の定めにより意見を求められた第三者から当該司法行政文書の開示に

反対する意見が提出されているときを除く。 ）

’

(2) 申出が、 1のただし書に定める場合に該当する場合又は1の(1)若しくは(2)

の苦情の申出に該当しないことが明らかである場合には、最高裁判所は、当

該申出をした者に対し、 1の判断をしない旨を書面で通知する。

7 記第11の5を削り、同6中「4」を「3の定め」に改め、同6の(3)中「第9

の1」の次に「の定めjを加え、同6を同5とし、同7の(2)中「によりjを「に

定める」に改め､同7を同6とし、同8中「4」を「3の定め」に改め、同8を

同7とし、同9中「6の(1)」を「5の(1)」に改め、同9を同8とし、同10中「

6の(1)」を「5の(1)」に、 「7の(2)」を「6の(2)の定め」に改め、同10を同9

とし、同11中「6の(1)」を「5の(1)」に､ 「7の(2)」を「6の(2)の定め」に改

め、同11を同10とし､同12中「6の(1)」を「5の(1)」に、 「7の(2)」を「

6の(2)の定め」に改め、同12を同11とし、同13中「9から12までの」を

「8から11までに定める」に改め､同13を同12とし、同14を同13とし、

同15を同14とする。



’

付記

1 この改正は、令和4年7月1－日から実施する。 、

三 この改正による改正後の平成27年7月1日から実施の「裁判所の保有する司

法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱」記第1、第9及び第10の定めは、

この改正の実施の日以後にされた司法行政文書の開示の申出について適用し、同

日前にされた司法行政文書の開示の申出については、なお従前の例による。

「

i



配布資料2

｢裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱」の新旧対照表

（傍線部分は改正部分）
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ⅡI1 官報、 白書､_勘匿L笠誌聖一書篭堂些

他不特定多数の者に販売することを目
1
1

1

’

’
第2～第8 （略）

'第，第三者に対する意見聴取， ’ （略）
’ 2 1により意見を求められた第三者か

ら当該司法行政文書の開示に反対する

意見が提出されたにもかかわらず、 こ

れを開示するときは、開示申出人に対

し開示する旨の通知を発した日と開示

を実施する日との間に少なくとも2週

間を置くものとし、開示する旨の通知

を発した後直ちに、当該意見を提出し

た第三者に対し、開示することとした

旨及びその理由並びに開示を実施する

日を書面で通知するものとする。

i

1第10開示の実施

1 1 司法行政文書の開示は、文書及び図

画については茎これの閲覧とさせ,__又

： ． は写しの交付を求める者に自らの費用

で謄写をさせることにより、電磁的記
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2 最高裁判所図書館が収集した図書館

資料
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第2～第8 （略）
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；第9 第三者に対する意見聴取

’ 1 （略）
； 2 1の定めにより意見を求められた第

三者から当該司法行政文書の開示に反
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人に対し開示する旨の通知を発した日

と開示を実施する日との間に少なくと
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提出しだ第三者に対し、開示すること

・とした旨及びその理由並びに開示を実

施する日を適宜の方法により通知する
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'第10 開示の実施
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閲覧の方法による場合において、 当該

文書又は図画の保存に支障を生じるお

それがあると認めるときその他正当な

理由があるときは、その写しにより、

これを行う〔，

グラム（電子計算機に対する指令であ
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若しくは写しの交付を求める者に自ら ｜

の費用で1審写をさせ、又は裁判所が保i
’
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一一一一今
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とにより、 これを行う。ただし、文書I

又は図画の閲覧理び謄写の方法による

場合において、当該文書又は図画の保

存に支障を生じるおそれがあると認め

るときその他正当な理由があるとき

は、その写しにより、 これを行う。
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ところにより塾…最高裁判所が定める

額の手数料を納付した場合に行うも

のとする。
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’ 第11 苦情の申出がされた場合

1 最高裁判所に次のいずれかに該当す

る苦情の申出がされた場合には、最高

第11 苦情の申出がされた場合

1 最高裁判所に次のいずれかに該当す

る苦情の申出がされたときは、最高裁

判所は、開示の申出を受けた裁判所が
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当否について判断する。
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を除く）は、 この限りでない‘
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(削除）

(1)～(2) （略）
q

2(1)： 1の1)及び,2)の苦情の申出は、開

示申出人に対し原判断の通知を発し ’

た日から3か月以内に行わなければ
－－－－一
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ならないものとする．ただし、腺判

断の通知が到達しなかったことが 明

ｌ
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ｌ
Ｉ
ｌ
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3(1) （略）

（2） (1)の定めに

3 （略）
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がされた日から原則と

内に行うものとする。
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6 4により委員会に諮問したときは、

最高裁判所は､その旨を次に掲げる者

に対し通知する。

(1)～(21 （略）

（3） 第9の1により意見を求められ、

'21 （略）

第9の｣により意見を求められ

5
－

（

’
きは、最高裁判所は、その旨を次に掲

げる者に対し通知する。

(1)～(2) （略）

(3) 第9の1の定めにより意見を求め

I ’

’
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’
1
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られ、開示の申出があった司法行政

文書の開示に反対する意見を提出し

た第三者（当該第三者が苦情申出人

である場合を除く。）

6(1) （略）

（2） 最高裁判所は、 1の(1)及び(2)の苦

情の申出がされたときは、第三者に

対し、第9の1に定める意見を求め

開示の申出があった司法行政文書の

開示に反対する意見を提出した第三

者（当該第三者が苦情申出人である

場合を除く。）

7(1) （略）

（2） 最高裁判所は、 1の(1)及び(2)の苦
情の申出がされたときは、第三者に ｜
対し、第9の1により意見を求める ’

ことができる。

8 最高裁判所は、委員会から4による ＃

諮問に対する答申を受けたときは、 当 ｜

該答申を尊重して，の判断を行う｡ i

9 ］の(1)の苦情の申出がされた場合に｜
おいて、原判断が相当であると判断し
たときは､最高裁判所は､その旨を6 1
の(1)及び(3)に掲げる者に対し通知す ’
る。

10 ］の(1)の苦情の申出がされた場合｜

において､原判断が相当でないと判断｜
したときは、各裁判所は、次に掲げる ｜

区分に応じ､それぞれ次に定める対応I

患行奉の申出を受けた裁判所が最高J
裁判所である場合最高裁判所は、 ｜

鬮輝蔦蘇,職晉菖創
を求められた第三者（開示に反対す’

る意見を提出した者に限る‘）に対し｜

通知した上で、開示申出人に対し、 ｜
第8の1又は2の通知を行うととも｜

に苦情の申出に係る司法行政文書｜

のうち､開示することが相当である｜
と判断した部分を開示するものとす’
る。

（2） 開示の申出を受けた裁判所が下級｜
裁判所である場合次に掲げる対応1

アに霧=堂謡箇菫薑溺遡
に、その旨を6の(l)及び(3)に掲げ｜

る者並びに7の(2)により意見を求｜

められた第三者(開示に反対する ｜
意見を提出した者に限る雲）に対し｜

通知する。

イ （略）
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ることができる。

7 最高裁判所は、委員会から3の定め

による諮問に対する答申を受けたとき

は、当該答申を尊重して1の判断を行

う。

8 1の(1)の苦情の申出がされた場合に

おいて、原判断が相当であると判断し

たときは、最高裁判所は、その旨を5

の(1)及び(3)に掲げる者に対し通知す

る。

9 1の(1)の苦情の申出がされた場合に

おいて、原判断が相当でないと判断し

たときは、各裁判所は、次に掲げる区

分に応じ、それぞれ次に定める対応を

行う。

（1） 開示の申出を受けた裁判所が最高

裁判所である場合最高裁判所は、

原判断を是正する旨を5の(1)及び(3)

に掲げる者並びに6の(2)の定めによ

り意見を求められた第三者（開示に

反対する意見を提出した者に限る｡）

に対し通知した上で、開示申出人に

対し、第8の1又は2の通知を行う

とともに、苦情の申出に係る司法行

政文書のうち、開示することが相当

であると判断した部分を開示するも

のとする。

（2） 開示の申出を受けた裁判所が下級

裁判所である場合次に掲げる対応

ア最高裁判所は、当該下級裁判所

に対し、是正の指示を行うととも

に、その旨を5の(1)及び(3)に掲げ

る者並びに6の(2)の定めにより

意見を求められた第三者（開示に

反対する意見を提出した者に限

る｡）に対し通知する。

イ （略）
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’

10 1の(2)の苦情の申出がされた場合

において、原判断が相当であると判断

したときは、最高裁判所は、その旨を

5の(1)、 (2)及び(3)に掲げる者並びに6

の(2)の定めにより意見を求められた第

三者（開示に反対する意見を提出した

者に限る｡）に対し通知した上で、各裁

判所は、次に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ次に定める対応を行う。

(1)～(2) (略）

11 1の(2)の苦情の申出がされた場合

において、原判断が相当でないと判断

したときは、各裁判所は、次に掲げる

区分に応じ、それぞれ次に定める対応

を行う。

（1） 開示の申出を受けた裁判所が最高

裁判所である場合最高裁判所は、

原判断を是正する旨を5の(1)､ (2)及

び(3)に掲げる者並びに6の(2)の定め

により意見を求められた第三者（開

示に反対する意見を提出した者に限

る｡）に通知した上で、開示申出人に

、対し、第8の2の通知を行う。原判

断の一部が相当でないと判断した場

合において、開示が実施されていな

い部分が存在するときは、開示申出

人に対して当該部分を開示するもの

とする。

(2) 開示の申出を受けた裁判所が下級

裁判所である場合次に掲げる対応

ア最高裁判所は、当該下級裁判所

に対し、是正の指示を行うととも

に、その旨を5の(1)、 (2)及び(3)に

掲げる者並びに6の(2)の定めによ

F＝ーーー
で
■
０
■
４
．
■
ｂ
■
■
▽
■
■
口
■
■
▲
■
■
岳
凸
■
Ⅱ
凸
■
■
Ⅲ
０
８
Ⅱ
ｌ
Ｕ
。
■
凸
Ⅱ
８
凸
Ⅱ
ｐ
■
巳
■
■
■
■
■
■

11 1の(2)の苦情の申出がされた場合

において、原判断が相当であると判断

したときは、最高裁判所は、その旨を

6の(1)、 (2)及び(3)に掲げる者並びに7

の(2)により意見を求められた第三者（

開示に反対する意見を提出した者に限

る｡）に対し通知した上で、各裁判所は

、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次

に定める対応を行う。

(1)～(2) (略）

12 1の(2)の苦情の申出がされた場合
一

において、原判断が相当でないと判断

したときは、各裁判所は、次に掲げる

区分に応じ、それぞれ次に定める対応

を行う。

（1） 開示の申出を受けた裁判所が最高

裁判所である場合最高裁判所は、

原判断を是正する旨を6の(1)、 (2)及

び(3)に掲げる者並びに7の(2)により

意見を求められた第三者（開示に反

対する意見を提出した者に限る｡）に

通知した上で、開示申出人に対し、

第8の2の通知を行う。原判断の一

部が相当でないと判断した場合にお

いて、開示が実施されていない部分

が存在するときは、開示申出人に対

して当該部分を開示するものとす．

る。

（2） 開示の申出を受けた裁判所が下級

裁判所である場合次に掲げる対応

ア最高裁判所は、 当該下級裁判所

に対し、是正の指示を行うととも

に、その旨を6の(1)、 (2)及び(3)に

掲げる者並びに7の(2)により意見

を求められた第三者（開示に反対

する意見を提出した者に限る｡）に

対し通知する。

イ （略）

13 9から12までの対応は、委員会
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り意見を求められた第三者（開示

に反対する意見を提出した者に限

る｡）に対し通知する6

イ （略）

12 8から11までに定める対応は、

者に限｜
、 0

1

１
１
１

委員会から答申を受けた日から原則と

して30日以内に行うものとする。

13 （略）

14 （略）

から答申を受けた日から原則として3

0日以内に行うものとする。

14 （略）

15 （略）
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配布資料3

’

「情報公開･個人情報保護審査委員会要綱」の一部改正につ

いて

1第1の1中「記第11の4による」を「記第11の3の定めによる」に改め、

同2中｢記第8の4による」を「記第8の2の定めにより情報公開要綱記第11

の3~の定めに準じて行う」に改める。

2第6の1の(2)中「記第1の4」を「記第1の8」に改め、同3を次のように改

める。

3 1及び2に定めるもののほか、委員会は、苦情の申出に関し、情報公開要綱

記第11の5の(1)から(3)までに掲げる者（保有個人情報要綱記第8の2の定め

により情報公開要綱記第11の5の定めに準じて通知する場合の同5の(1)から

(3)までに掲げる者に準ずる者を含む。 ） 、情報公開要綱記第11の6の(2)の定

めにより意見を求められた第三者（保有個人情報要綱記第8の2の定めにより

情報公開要綱記第11の6の(2)の定めに準じて意見を求められた第三者を含み、

開示に反対する意見を提出した者に限る。 ） （以下これらの者を「苦情申出人

等」 という。 ）又は最高裁判所に意見書又は資料の提出を求めることその他必

要な調査をすることができる。

3 第6の3の次に次のように加える。

4委員会は、 ､ 1から3までに定めるもののほか、苦情申出人等又は最高裁判所

が提出した意見書又は資料を審議に用いることができる｡

4第8中「及び情報公開要綱記第11の7の(2)又は保有個人情報要綱記第8の7

の(2)により意見を求められた第三者（開示に反対する意見を提出した者に限る｡ ）

」を削る。

5 第9の次に次のように加える。

第10雑則

この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が

定める。

ス

、



付記

この改正は、令和4年7月1日から実施するも

h

I

〆

←

、

！



配布資料4

｢情報公開・個人情報保護審査委員会要綱」の新|日対照表
●

（傍線部分は改正部分）

f…萱二…唾~童二二二二二L蔚手
| ‘穂墓蕊爵皇薑篁卿匡喜| ㈱i
l 贄菫声鍔呼鱈苧委員会1以下"≦ ”ゞ員舌
1 裁判所の保有する司法行政文書の開| 1

示に関する事務の取扱要綱(以下『情報｜ ；
公開要綱｣ という｡)記第11(D3の定｜ 〃
めによる諮問

2 裁判所が司法行政事務に関して保有’ 2

する個人情報の取扱要綱（以下「保有個
A j圭寺ロ壼立回’ し1．､畠 1 雪口竺。／戸o，7－，－

員報い１２

めによる諮問

裁判所が司法行政事務に関して保有

する個人情報の取扱要綱（以下「保有個

人情報要綱」 という

現 行
一一－一_…－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－___－－－I

1 設置

次に掲げる諮問に応じ､苦情の申出につ｜
いて調査審議するため最高裁判所に､情｜
報公開｡個人情報保護審査委員会(以下｢委｜

壽隷蕊懲鈩濡鱒｜
公開要綱｣ という｡'記篁且-必によ’
る諮問

2 裁判所が司法行政事務に関して保有｜

する個人情報の取扱要綱(以下｢保有個｜人情報要綱」 という。）記第8の4によ

る諮問

へ ＝一 ／崗畳、

(略）２

６

第

第
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■
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
０
０
Ｄ
Ｄ
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Ｄ
Ⅱ
Ｂ
ｒ
０
０
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Ｐ
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０
０
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ｐ
ｌ
４
１
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■
０
０
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０
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０
Ｂ
ｆ
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．
．
０
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０
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０
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０
ｌ
６
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１
Ｊ
■
ｊ
ｑ
０
ｑ
ｊ
■
日
Ｄ
Ｉ

6

。 ）記第8の2の定

めにより情
一一

報公開要綱記第11の3の

定めに準じて行う諮問
叶
い
■
■
Ｐ
。
心
■
■
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■
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９
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～第5 （略） 第2～第5

委員会の調査方法

1 委員会は､必要があると認めるときは、

最高裁判所に対し、次に掲げるものの提

示を求めることができる。

(1) (略）

（2） 保有個人情報要綱記第8の1の苦

情の申出に係る保有個人情報（保有個

人情報要綱記第1の8に定める保有

個人情報をいう。 2において同じ｡）

2 （略）

3 1及び2に定めるもののほか、委員会

は、苦情の申出に関し、情報公開要綱記

第11の5の(1)から(3)までに掲げる者

第 6 委員会の調査方法

1 委員会は、必要があると認めるときは、

最高裁判所に対し、次に掲げるものの提

示を求めることができる。

（1） （略)

（2） 保有個人情報要綱記第8の1の苦

情の申出に係る保有個人情報（保有個

人情報要綱記第1の4に定める保有

個人情報をいう。 2において同じ｡）

2 （略）

3 1及び2に定めるもののほか、委員会

は、苦情の申出に関し、情報公開要綱記

第1 1の6の(1)から(3)まで若しくは保
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により情報公開要綱記第11の5の定 ｢苦情申までに掲げる者（第8において

1)かめに準じて 知する場合の同5の 出入等」 という。）又は最高裁判所に意

見書又は資料の提出を求めることその

他必要な調査をすることができる。

ら(3)までに掲げる者に準ずる者を含
一

む｡)、情報公開要綱記第11の6の(2)の

定めにより意見を求め
ｇ
■
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ｑ
ｄ
■
■
。
、
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ｏ
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ｄ
ｇ
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凸
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Ⅱ
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Ⅱ
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Ⅱ
■
■
■
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Ⅱ
Ⅱ
日
日
■
ｑ
８

合
■
■
６
９
Ｐ
二
Ⅱ
■
巳

れた第三者（保

有個人情報要綱記第 8の2の定めによ
ー

り情報公開要綱記第11の6の(2)の定
。
ｌ
■
■
■
ｒ
Ｈ
Ｈ
Ｕ
凸
５
日
日
日
■
Ｉ
。
■
■
■
■
■
Ⅱ
Ⅱ
ｌ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
ｌ
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Ⅱ
日
Ⅱ
日
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
凸
０
Ⅱ
Ｕ
９
Ｉ
６
１
Ｉ
Ｉ

めに準じて意見を求められた第三者を

含み、開示に反対する意見を提出した者

） （以下これらの者を ｢苦情申出に限る
－
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人等」 という。）又は最高裁判所に意見

書又は資料の提出を求めることその他

必要な調査をすることができる。

委員会は、 1から3までに定めるもの ’ (新設）4

のほか、苦情申出人等又は最高裁判所が

提出した意見書又は資料を審議に用い
’

ることができる．

(略）第7 第7 （略）

８

申
人

第 i8答申書の送付等

委員会は、第1に掲げる諮問に対する答

申をしたときは、答申書の写しを苦情申出

人等に送付するとともに､答申の内容を適

宜の方法で公表するものとする。

第8 答申書の送付等

委員会は、第1に掲げる諮問に

申をしたときは、答申書の写しを

対する答

苦情申出

人等及び情報公開要綱記第11の7 の(2)

又は保有個人情報要綱記第8の7の(2)に一

より意見を求められた第三者（開示に反対

,恩一一一する意見を提出した者に限 る｡） に送付す

るとともに、答申の内容を適宜の方法で公

i 表するものとする。

|第9 （略）第9 (略）

’
一J

I第10雑則 (新設）

この要綱に定めるもののほか､委員会の I

運営に関し必要な事項は、委員会が定め

量塁_‐

付記

この改正は、令和4年7月1日から実施

’I する。
－－ 一一 ③一－一－－‐一ーー‐一

一 一 両＝マーー③ー一-一-－－ー－ー一一句一一一
一

－



事務総局会議資料津3
（ ケ月3/日麗催）

「裁判所が司法行政事務に関して保有する個人情報の取扱

要綱」改正案及びこれに関する議決事項案

1 「裁判所が司法行政事務に関して保有する個人情報の取扱要綱」を資料目録1

記載の改正案のとおり改正する。

2 改正後の「裁判所が司法行政事務に関して保有する個人情報の取扱要綱」 （以

下「保有個人情報要綱」 という。 ）に基づき最高裁判所が行うべき事務の実施に

関する権限及び保有個人情報要綱に「最高裁判所が定める」又は「別に定める」

こととされている事項について、その内容を定める権限を、従前同様、いずれも

事務総長に委任する。

以上



｜

’

－ ノ
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(令和4． 5． 31総一印）
’

’
「裁判所が司法行政事務に関して保有する個人情報の取扱

j

要綱」の一部改正について

(資料目録）

｢裁判所が司法行政事務に関して保有する個人情報の取扱要綱｣の一部改正(案）１
２ 新旧対照条文

～

、

’ 奇

！



配布資料1

「裁判所が司法行政事務に関して保有する個人情報の取扱要

綱」の一部改正について

1 記第1の8のただし書中「取扱要綱」 」の次に「 （以下「情報公開要綱」 とい

う。 ） 」を加える。

2記第4の7の(2)中「(1)」の次に「の定め」を加え、 「書面で」を「適宜の方法

によりJに改め、同8の(1)を次のように改める。

（1） 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されてい

るときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときは閲覧、

聴取、視聴その他の最高裁判所が定める方法により行う。ただし、文書又は図

画の閲覧の方法による場合において、 当該保有個人情報が記録されている文書

又は図画の保存に支障を生じるおそれがあると認めるときその他正当な理由が

あるときは、その写しにより、 これを行う。

3 記第4の8の(S)を次のように改める。

(3)ア保有個人情報の開示を受ける者に対しては、その求める開示の実施方法そ

の他の必要な事項を記載した書面の提出を求め、当該書面の提出があった場

合には開示の実施を行う。ただし、当該書面の提出が、正当な理由がないの

に、保有個人情報の開示をする旨の通知を発した日から30日を経過した後

にされた場合は、 この限りでない。

イ開示の実施（文書又は図画の閲覧の方法による場合及び電磁的記録の閲覧、

聴取又は視聴の方法による場合を除く。 ）は、保有個人情報の開示を受ける

者が、最高裁判所の定めるところにより、最高裁判所が定める額の手数料を

納付した場合に行うものとする。

4記第5の1の(2)を削り、同(1)に次のただし書を加え、同(1)の見出し記号を削る。

ただし、当該訂正の申出が保有個人情報の開示を受けた日 （文書の写しを郵送

する方法により開示の実施を行う場合は、当該写しを発した日）から90日を経

過した後にされた場合は、 この限りでない。



配布資料1

5記第6の1の(2)を次のように改める。

（2） 第5の1のただし書の定めは、利用停止について準用する。

6記第8の1中「 （以下「原判断」 という。 ） 」を削り、同(1)中「 （以下「開示

等申出人」 ） 」を削り、記第8の2を次のように改め､同3から15までを削る。

2 苦情の申出がされた場合の手続は、 1及び別に定めるもののほか、情報公開

要綱記第11の定めに準じて行うものとする。

付記

1 この改正は、令和4年7月1日から実施する。

2 この改正による改正後の平成27年7月1日から実施の「裁判所が司法行政事

務に関して保有する個人情報の取扱要綱」記第4から第6までの定めは、 この改

正の実施の日以後にされた保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の申出につい

て適用し、同日前にされた開示、訂正及び利用停止の申出については、なお従前

の例による。



配布資料2

｢裁判所が司法行政事務に関して保有する個人情報の取扱要綱」の新旧対照条文

（傍線部分は改正部分）

改正後 現 行

第1 定義

1 ～ 7 （略）

記

8 この取扱要綱において「保有個人情報」

9

とは、裁判所の職員が職務上作成し、又は

取得した個人情報であって、裁判所の職員

が組織的に利用するものとして、裁判所が

保有しているものをいう。ただし、司法行

政文書（平成27年7月1日から実施の

｢裁判所の保有する司法行政文書の開示

に関する事務の取扱要綱｣_(以下「情報公

開要綱」 という｡上記第1に定める司法行

政文書をいう。以下同じ｡）に記録されて

いるものに限る。

(略）

第2～第3 （略）

第4 開示

1 ～ 6 （略）

7 第三者に対する意見聴取

(1) （略）

(2) (1)里正_ぬにより意見を求められた第三

者から当該保有個人情報の開示に反対す

る意見が提出されたにもかかわらず、これ

を開示するときは、開示申出人に対し開示

する旨の通知を発した日と開示を実施す

る日との間に少なくとも2週間を置くも

のとし、開示する旨の通知を発した後直ち

に、当該意見を提出した第三者に対し、開

示することと

P

した旨及びその理由並びに

開示を実施する日を適宜の方法により通

知するものとする。

8 開示の実施

(1) 保有個人情報の開示は、当該保有個人情

報が､･文書又は図画に記録されているとき

は閲覧又は写しの交付により、電磁的記録

に記録されているときは、閲覧、聴取、視

漣差…裁圭1亜遊星塗_皇雄』三主

り行う。ただし、文書又は図画の塵瞳の方

法による場合において、当該保有個人情報

が記録されている文書又は図画の保存に

第1 定義

1 ～ 7 （略）

記

8この取扱要綱において「保有個人情報」

とは、裁判所の職員が職務上作成し、又は

取得した個人情報であって、裁判所の職員

が組織的に利用するものとして、裁判所が

保有しているものをいう。ただし、司法行

政文書（平成27年7月1日から実施の

｢裁判所の保有する司法行政文書の開示

に関する事務の取扱要綱」記第1に定める

司法行政文書をいう。以下同じ｡）に記録

されているものに限る

9 （略）

第2～第3 （略）

第4開示

1 ～ 6 （略）

○

7第三者に対する意見聴取

(1) （略）

(2) (1)により意見を求められた第三者から

当該保有個人情報の開示に反対する意見

が提出されたにもかかわらず、これを開示

するときは、開示申出人に対し開示する旨

の通知を発した日と開示を実施する日と

の間に少なくとも2週間を置くものとし、

開示する旨の通知を発した後直ちに、当該

意見を提出した第三者に対し、開示するこ

ととした旨及びその理由並びに開示を実

施する日を書面で通知するものとする。
－

8 開示の実施

(1) 保有個人情報の開示は、当該保有個人情

報が、文書又は図画に記録されているとき

は、これの閲覧をさせ、又は写しの交付を

求める者に自らの費用で謄写をさせるこ

とにより、電磁的記録に記録されていると

きは 、 当該電磁的記録を裁半！

プログラム（電子計算機に夫

:が保有する
エ

る指令であ

って、－の結果を得ることができるように

BI

〔



配布資料2

産ものそ

のの閲雲
脾
の
よ

漣
多
」
芦
」

卸由が忠 津
一
評

XIま詞

聰取毛川
一
胆

し、文書又は図画の閲覧及び膳

よる場合において、当該保有値

録されている文書又は図画の

奔牛じろおそれがあるシ認め

障
め
よ

童
〉
ヘ
フ
声
」
一
』琿由が宙

（略）

開示の実施

言の通知を要
目以内jご行う

賂）

保有個人情報’
γけ子の犬y)

民有個人情報を廃
F1 ､ハュ良眉目ll>1 Ｃ

一
グ碁面の祷

求め、当該書面の提出が茜

謂示の空旅奔行う ただI
一
一
一
一
一

の！『 イ果老旦■■ ■■■■
画 ■

雪の1頭生1-1か零国人情報の開示

号日から30E

場合は、 この限りでない｡

開示の実施（文書又は図画‘

生による場合及び電磁的記録0

教又は視聴の方法による場合

鋤
》
』

一
三
一
一

1 保有個人情報の訂正

された保有個山裁判所は、第4により開示された保有値

人情報の本人 人情報について、当該保有個人情報の本人

有個人情報の 又はその代理人から、当該保有個人情報の

Eの申出があ 内容が事実でないとして訂正の申出があ

と認めるとき り、 当該申出に理由があると認めるとき

唐報の利用目 は、当該申出に係る保有個人情報の利用目

当該申出に係 的の達成に必要な範囲内で、当該申出に係

のとする。た る保有個人情報を訂正するものとする。

個人情報の開

剛美寸恵古洪’

保有個人情報0

裁判所は､第4

人情報について、

又はその代理人7

肉穴売§重宝-7尋か

膿有侭
1〃≦圭一fロ

理由があ

Iる保有値

便節開内マ

41－

必要

青謝

の産敏

保有伯

ノ）

虻書の写

謂示の実施を行う場合I:

存日）から90日券繰裾

言ｲ周人'情謝り
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た日から3か月以内に行わなければなら

ないものとする。

～4 （略）

6利用停止

保有個人情報の利用の停止等

(1) （略）

(2) ulの申出は､保有個人情報の開示を受

2～4 （略）

第6 利用停止

1 保有個人情報の利用の停止等

（1） （略）

（2） 第5の1のただし書の定めは､利用停

２
第
１ ’

止について準用する けた日力全ら3か月以内に行わなければ

ならないものとする

2～3 （略）

第7 （略）

第8 苦情の申出がされた場合

1 最高裁判所に次のいずれかに該当する

苦情の申出がされたときは、最高裁判所

は、保有個人情報の開示、訂正又は利用停

止（以下I開示等」 という。）の申出を受

けた裁判所がした判断の当否について判

断する。

（1） 開示等の申出を受けた裁判所がした

保有個人情報の全部又は一部を開示等

をしない判断に対する開示等を申し出

た者からの苦情の申出

～3 （略）

7 （略）

8苦情の申出がされた場合

最高裁判所に次のいずれかに該当する

２
第
第
１

苦情の申出がされたときは、最高裁判所

は、保有個人情報の開示、訂正又は利用停

止（以下「開示等」 という。）の申出を受

けた裁判所がした判断ま以下「原判断」 と

いう｡）の当否について判断する。

(1) 開示等の申出を受けた裁判所がした

保有個人情報の全部又は一部を開示等

をしない判断に対する開示等を申し出

た者 (以下「開示等申仕 ） からの苦

一

出
ｊ
申
略
の
く

情

２(2) （略）

苦情の申出がされた場合の手続は、 1及2
－

び別に定めるもののほか情報公開要綱記

第11の定めに準じて行うものとする。 から3か月以内に行わなければならな

いものとする。ただし、原判断の通知が

到達しなかったことが明らかな場合、そ

の他正当な理由がある場合は、この限り

でない。

庄
一
対し原判断の通知を発した日から1年

血

〔削除〕

は ‐ ､高裁判所が原判断の当否について半|」

断するまでの間、開示を実施しないものと

その旨を開示申出人及び当該第三者に

一
一
三
一

〔削除〕
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〔削除〕

〔削除〕

〔削除〕

〔削除〕

〔削除〕

〔削除〕

う｡）に諮問する。

一

うものとする｡

一
〆

。

《
一

新したときは､ 4一

一

るときを除く。

一

一
６
－
窪

皇
一

超人(開示等申出人が苦情申》
出人である場合を除く｡）

五

乢
一
一
一
一
一

砂ゴ

一
五
一
一
一

一

９
一

一

８
－

剖

に掲げる者に対し通知する。

10－1の(1)の苦情の申出がされた場合に
おいて、原判断が相当でないと判断したと

ゴ
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－

一
一
口
一
三
一
口
国
司

’

＝イI古砦↑音の岸

一
一
一

旨をβの(1)及び(3)に掲げる者並びに

一
一
こ従い開示等申出人に対し第4の

一
』
一
ゞ
一
の開示等をするものとする

〔削除〕

唖
一
三
一
一
一
一

ｕ
｜

の申出である場合は、 この限りでない

(2) 開示の申出を受けた裁判所が下級裁
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－

〔削除〕

〔削除〕

〔削除〕

1 －

一
一

所は、開

り開示す

BI謎
眺

するよう指示し、当該下級

示申出人に対し､原判断のUJ

一
一

がされた場合に
1 1

_L一旦 1の(21の苦情の申と

口
一｣砂
それぞれ吹に定める対応を行う。

且L－盟丞里里幽_堂堂_堂_迄裁圭唾蝿宣裁

:は､原判断判所である場合最高裁ゞ

一
℃
三
口

》
咋
一

ﾐするときは､開示申
△ ｡

ていない部分が』

出人に対して当該部分を開示するもの

一

②開示の申出を受けた裁判所が下級裁

iである場合次に掲げる対応鞘
■■■■q■■

一
Ｊ
』
一
一

、

7

一
一
三
一
一

｢の事務を混乱又は停滞させる裁到E砂14
－

一

剛 B

子‘
ｒ
，
阜
弓

EI
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〔削除〕

第9～第10

付記
一

(略）

一

ﾖ． ｊ
〃
■

ド

第4から第6までの定めは､この改正の実

副
一

●

一

、
ノ

二
国
二
。

ノ

同日前にされた開示、訂正及び利用停止の

申出については、なお従前の例による。

応しないことができる。

_L_S苦情の申出に係る受付その他の実施

心
証
局秘書課が行う．

第9～第10 （略）


